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(57)【要約】
【課題】体温の検出精度を向上させつつ、良好な音を出
力しやすい測定装置、測定器具、測定システム、サーバ
、解析方法、解析プログラム及びデータ構造を提供する
。
【解決手段】測定装置１０は、第１端１３ａ及び第２端
１３ｂを有する金属管と、金属管１３の第１端１３ａ側
に配置され、金属管１３の第２端１３ｂから入射する電
磁波を測定可能な測定部１５と、金属管１３を保持する
筐体１１及び１２と、筐体１１及び１２を振動させる振
動部１６と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１端及び第２端を有する金属管と、
　前記金属管の第１端側に配置され、前記金属管の前記第２端から入射する電磁波を測定
可能な測定部と、
　前記金属管を保持する筐体と、
　前記筐体を振動させる振動部と、
を備える測定装置。
【請求項２】
　前記振動部は、印加される音信号に基づいて前記筐体を振動させる、請求項１に記載の
測定装置。
【請求項３】
　前記筐体は、外耳道に挿入されるイヤピースを含んで構成される、請求項１に記載の測
定装置。
【請求項４】
　前記電磁波は赤外線である、請求項１に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記金属管は、内面が高反射率の円筒形状の部材である、請求項１に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記振動部は、圧電素子を含んで構成される、請求項１に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記測定部と前記振動部との間に配置され、前記振動部による振動を低減させる振動低
減部材をさらに備える、請求項１に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記金属管と前記振動部との間に配置され、前記振動部による振動を低減させる振動低
減部材をさらに備える、請求項１に記載の測定装置。
【請求項９】
　血流を測定可能な血流測定装置として構成される第１測定部と、
　請求項１に記載の測定装置と、
を備える、測定器具。
【請求項１０】
　請求項１に記載の測定装置と、
　前記測定装置の動作を制御する制御装置と、
　前記測定装置で測定された電磁波の情報を受信し、前記受信した情報を記憶部に格納さ
れた情報に基づいて解析し、前記解析した情報を前記制御装置に送信する、前記測定装置
とネットワークを介して接続されたサーバと、
を備える測定システム。
【請求項１１】
　前記サーバは、ユーザの属するグループの平均体温及びユーザの個人平均体温のうちの
少なくとも一方を格納し、前記受信した情報と前記平均体温及び前記個人平均体温のうち
の少なくとも一方とに基づいて、前記解析した情報を作成する、請求項１０に記載の測定
システム。
【請求項１２】
　前記制御装置の記憶部は、血流を測定可能な血流測定装置として構成される第１測定部
と請求項１に記載の測定装置とを備える測定器具に出力させる音声情報として、少なくと
も、健康の状態示す健康情報、音楽に関する音楽情報及び前記測定装置の周囲の環境情報
のうちの少なくともいずれか１つを記憶する、請求項１０に記載の測定システム。
【請求項１３】
　請求項１に記載の測定装置と、
　前記測定装置の動作を制御するスマートフォンと、
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　前記測定装置で測定された電磁波の情報を受信し、前記受信した情報を記憶部に格納さ
れた情報に基づいて解析し、解析した結果の解析情報を制御装置に送信する、前記測定装
置とネットワークを介して接続されたサーバと、
を備える測定システム。
【請求項１４】
　請求項１に記載の測定装置の動作を制御する制御装置とネットワークを介して接続され
たサーバであって、
　前記測定装置で測定された電磁波の情報を受信し、
　前記受信した情報を記憶部に格納された情報に基づいて解析し、
　解析した結果の解析情報を前記制御装置に送信する、サーバ。
【請求項１５】
　請求項１に記載の測定装置の動作を制御する制御装置とネットワークを介して接続され
たサーバにおける解析方法であって、
　前記測定装置で測定された電磁波の情報を受信し、
　前記受信した情報を記憶部に格納された情報に基づいて解析し、
　解析した結果の解析情報を前記制御装置に送信する、解析方法。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　請求項１に記載の測定装置で測定された電磁波の情報を受信させ、
　前記受信した情報を記憶部に格納された情報に基づいて解析させ、
　解析した結果の解析情報を制御装置に送信させる、解析プログラム。
【請求項１７】
　コンピュータにおいて使用されるデータ構造であって、
　請求項１に記載の測定装置で測定された電磁波の情報と、
　前記測定装置のユーザのユーザＩＤと、
　前記ユーザの属する集団の平均体温と、
　前記ユーザの個人平均体温とを備え、
　前記測定装置で測定された電磁波の情報が前記平均体温及び前記個人平均体温との少な
くとも一方に基づいて異常か否かを、前記コンピュータが判断するために使用される、デ
ータ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定装置、測定器具、測定システム、サーバ、解析方法、解析プログラム及
びデータ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、体温を測定可能なイヤホンが知られている。例えば、特許文献１には、体温セン
サを備えるカナル型のイヤホンが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－０７０５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来公知の体温を測定可能なイヤホンでは、体温の検出精度を向上させ
つつ、良好な音を出力することは困難であった。
【０００５】
　例えば、特許文献１に開示されたイヤホンでは、鼓膜に対向する音筒部の開口の面の略
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中央に体温センサが設けられている。この場合、体温センサは、鼓膜以外の、例えば外耳
道等の壁面から放射される赤外線エネルギーを吸収して、体温を測定する可能性がある。
しかしながら、外耳道等の壁面は、鼓膜よりも外気の影響を受けやすい。そのため、体温
センサが外耳道等の壁面から放射される赤外線エネルギーに基づいて体温を測定すると、
被検者の体温を正確に測定しにくくなる。
【０００６】
　本発明の目的は、体温の検出精度を向上させつつ、良好な音を出力しやすい測定装置、
測定器具、測定システム、サーバ、解析方法、解析プログラム及びデータ構造を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　測定装置の一態様は、金属管と、測定部と、筐体と、振動部とを備える。前記金属管は
、第１端及び第２端を有する。前記測定部は、前記金属管の第１端側に配置され、前記金
属管の前記第２端から入射する電磁波を測定可能である。前記筐体は、前記金属管を保持
する。前記振動部は、前記筐体を振動させる。
【０００８】
　測定器具の一態様は、血流を測定可能な血流測定装置として構成される第１測定部と、
上記測定装置と、を備える。
【０００９】
　測定システムの一態様は、上記測定装置と、前記測定装置の動作を制御する制御装置と
、前記測定装置で測定された電磁波の情報を受信し、前記受信した情報を記憶部に格納さ
れた情報に基づいて解析し、前記解析した情報を前記制御装置に送信する、前記測定装置
とネットワークを介して接続されたサーバと、を備える。
【００１０】
　サーバの一態様は、上記測定装置の動作を制御する制御装置とネットワークを介して接
続されたサーバであって、前記測定装置で測定された電磁波の情報を受信し、前記受信し
た情報を記憶部に格納された情報に基づいて解析し、解析した結果の解析情報を前記制御
装置に送信する。
【００１１】
　解析方法の一態様は、上記測定装置の動作を制御する制御装置とネットワークを介して
接続されたサーバにおける解析方法であって、前記測定装置で測定された電磁波の情報を
受信し、前記受信した情報を記憶部に格納された情報に基づいて解析し、解析した結果の
解析情報を前記制御装置に送信する。
【００１２】
　解析プログラムの一態様は、コンピュータに、上記測定装置で測定された電磁波の情報
を受信させ、前記受信した情報を記憶部に格納された情報に基づいて解析させ、解析した
結果の解析情報を前記制御装置に送信させる。
【００１３】
　データ構造の一態様は、コンピュータにおいて使用されるデータ構造であって、上記測
定装置で測定された電磁波の情報と、前記測定装置のユーザのユーザＩＤと、前記ユーザ
の属する集団の平均体温と、前記ユーザの個人平均体温とを備え、前記測定装置で測定さ
れた電磁波の情報が前記平均体温及び前記個人平均体温との少なくとも一方に基づいて異
常か否かを、前記コンピュータが判断するために使用される。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、体温の検出精度を向上させつつ、良好な音を出力しやすい測定装置、
測定器具、測定システム、サーバ、解析方法、解析プログラム及びデータ構造を提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】一実施形態に係る測定装置の内部構造を示す概略図である。
【図２】音響特性の一例を示す図である。
【図３】図１の測定装置を備える測定器具の外観を示す概略図である。
【図４】図３の測定器具のＡ－Ａ断面図である。
【図５】測定器具と、制御装置との接続構成を示す概略図である。
【図６】図５の制御装置が備える機能ブロックの一例を示す図である。
【図７】制御装置の記憶部に格納される音データの概念図である。
【図８】図５の測定器具を用いた測定システムの構成の一例を示す概略図である。
【図９】図８のサーバの概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１０】図８の測定システムによる処理の一例を示すシーケンス図である。
【図１１】図８のサーバに格納されるデータの一例を示す構成図である。
【図１２】図８に示されるサーバによる体温情報の解析処理の一例を示すフローチャート
である。
【図１３】第２実施形態に係る測定システムの構成の一例を示す図である。
【図１４】図１３のスマートフォンが備える機能ブロックの一例を示す図である。
【図１５】図１３に示されるスマートフォンの表示画面の概略図である。
【図１６】図１３の測定システムによる処理の一例を示すシーケンス図である。
【図１７】測定装置の一変形例の内部構造を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本開示の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
　図１は、一実施形態に係る測定装置１０の内部構造を示す概略図である。測定装置１０
は、被検者が外耳道に挿入して使用する装置である。測定装置１０は、外形がカナル型イ
ヤホンであってよい。測定装置１０は、被検者が耳に挿入した状態で、生体情報を測定す
る。生体情報は、後述する生体センサにより取得可能な情報であってよい。本明細書では
、生体情報が被検者の体温であるとして、以下説明する。測定装置１０は、イヤホンとし
ても機能する。従って、被検者は、測定装置１０を耳に挿入した状態（以下「装着状態」
ともいう）で、測定装置１０により体温を測定させながら、測定装置１０から出力される
音を聞くことができる。
【００１８】
　図１に一例として模式的に示すように、測定装置１０は、ホルダ１１と、イヤピース１
２と、金属管１３と、基板１４と、測定部１５と、振動部１６とを備える。
【００１９】
　ホルダ１１は、測定装置１０が有する各種機構を保持及び保護する。ホルダ１１は、例
えば樹脂等の硬質な部材で構成されていてよい。測定装置１０が、音の出力を制御する外
部の機器と、有線で接続される場合には、ホルダ１１から、外部の機器と接続するための
ケーブルが延びていてよい。ホルダ１１とイヤピース１２とは結合されて、測定装置１０
の外形としての筐体を形成する。ホルダ１１は、基板１４を囲うように形成されている。
【００２０】
　イヤピース１２は、図１の矢印で示す挿入方向に沿って、被検者の耳の外耳道に挿入さ
れる。すなわち、被検者は、イヤピース１２を外耳道に挿入することによって、測定装置
１０を装着する。イヤピース１２は、例えば樹脂等の硬質な部材で構成されていてよい。
イヤピース１２は、外耳道に挿入された状態において、後述するように振動を被検者に伝
えることにより、被検者に音を聞かせる。イヤピース１２は、例えば、図１に示す仮想的
な軸Ａについて回転対象であってよい。軸Ａの向きは、矢印で示される挿入方向と一致し
てよい。イヤピース１２は、挿入方向からみた中央部に、円柱形状の空間を備える。この
空間に金属管１３が保持される。
【００２１】
　金属管１３は、軸Ａについて回転対称な円筒形状の金属性の管である。金属管１３は、
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測定装置１０の装着状態において、被検者から放射される電磁波の導波管として機能する
。電磁波は、例えば赤外線であってよい。赤外線は、例えば波長が１～２０μｍの範囲の
電磁波をいう。本明細書において、以下、電磁波は赤外線であるとして説明する。
【００２２】
　金属管１３の内面には、内面の放射率が小さくなるように、例えば金メッキが施される
。金属管１３は、内面が赤外線に対する放射率の低い素材（例えば銀）により構成されて
よい。金属管１３の長さＬは、金属管１３の直径Ｄよりも所定以上長い。例えば、長さＬ
は、直径Ｄの３倍以上の長さであってよい。金属管１３は、第１端１３ａと、第２端１３
ｂとを有する。測定装置１０において、第１端１３ａがホルダ１１側に位置し、第２端１
３ｂが測定装置１０の外部側に位置するように、金属管１３が配置される。つまり、第２
端１３ｂは、測定装置１０の装着状態において、赤外線の入射方向に向いている。
【００２３】
　基板１４は、例えば図１に示すように、ホルダ１１内に保持される。基板１４は、例え
ば軸Ａに直交する。基板１４は、金属管１３に対向する第１の面１４ａと、その反対側の
第２の面１４ｂとを有する。
【００２４】
　測定部１５は、被検者から放射される赤外線を取得し、取得した赤外線の光電変換信号
を、図示しない制御部に出力する。制御部は、測定部１５が出力した光電変換信号に基づ
いて、被検者の体温を測定する。測定部１５は、第１の面１４ａに配置される。測定部１
５は、第１の面１４ａにおいて、交点Ｐの位置に配置されてよい。
【００２５】
　振動部１６は、ホルダ１１又はイヤピース１２に取り付けられる。図１に示す例では、
振動部１６は、ホルダ１１に取り付けられている。振動部１６は、電気信号として入力さ
れる音信号に基づいて振動するアクチュエータである。振動部１６は、振動することによ
り、振動部１６が取り付けられた筐体（ホルダ１１及びイヤピース１２）を振動させる。
【００２６】
　振動部１６は、例えば圧電素子を含んで構成されていてよい。圧電素子は、電気信号（
電圧）を印加することで、構成材料の電気機械結合係数に従い伸縮又は屈曲する素子であ
る。これらの素子は、例えばセラミック製又は水晶により構成されるものが用いられる。
圧電素子は、ユニモルフ、バイモルフ又は積層型圧電素子であってよい。積層型圧電素子
には、バイモルフを積層した（例えば１６層または２４層積層した）積層型バイモルフ素
子が含まれる。積層型の圧電素子は、例えばＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）からなる複
数の誘電体層と、該複数の誘電体層間に配置された電極層との積層構造体から構成されて
よい。ユニモルフは、電気信号（電圧）が印加されると伸縮する。バイモルフは、電気信
号（電圧）が印加されると屈曲する。
【００２７】
　装着状態において、振動部１６に音信号が印加されると、振動部１６が振動する。振動
部１６の振動により、ホルダ１１が振動し、ホルダ１１の振動がイヤピース１２に伝達さ
れてイヤピース１２が振動する。測定装置１０は、イヤピース１２の振動により被検者に
音を伝える。すなわち、測定装置１０は、骨伝導音により、音を被検者に伝達する。被検
者は、骨伝導音により、再生される音を認識することができる。
【００２８】
　例えば、図１に示す構造を有する測定装置１０において、ホルダ１１内にスピーカを配
置して音を出力するように構成した場合、スピーカから出力された音は、金属管１３の内
部を通って、測定装置１０の外部に出力される。ここで、上述のように、本実施形態にお
いて、金属管１３は、長さＬが直径Ｄよりも所定以上長い。このような金属管１３は、所
定の周波数（共振周波数）において共鳴により振幅が増幅されるという音響特性を持つ。
【００２９】
　例えば、金属管１３は、図２において実線で示すように、所定の周波数ｆ１、ｆ２、ｆ

３、ｆ４及びｆ５において、他の周波数域よりも振幅が高いという音響特性を有する。そ
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のため、金属管１３（第１端１３ａ）に入力される音の特性が一定である場合には、金属
管１３の音響特性により、所定の周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４及びｆ５の音が他の周波
数域の音よりも増幅されて第２端１３ｂから出力される。すなわち、この場合、所定の周
波数ｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４及びｆ５において、他の周波数帯よりも強い音が出力される
。周波数ごとの音圧の差が大きいと、音を聞く被検者にとって不都合である。
【００３０】
　これに対し、本実施形態に係る測定装置１０では、上述のように骨伝導音により、被検
者に対して音を伝達する。このように、測定装置１０は、金属管１３を通して音を出力す
るものではない。そのため、測定装置１０によれば、金属管１３を通して音を出力する場
合と比較して、良好な音を被検者に対して出力しやすくなる。
【００３１】
　次に、測定装置１０による体温の測定の詳細について説明する。測定装置１０は、測定
部１５において、被検者から放射される赤外線を取得する。被検者から放射される赤外線
は、第２端１３ｂから金属管１３内に入射して、測定部１５により受光される。本実施形
態では、金属管１３の長さＬは直径Ｄよりも所定以上長く、且つ測定部１５は金属管１３
の奥側の１３ａ側に配置される。
【００３２】
　仮に、金属管１３の長さＬが直径Ｄよりも所定未満の長さである場合、又は金属管１３
の第２端１３ｂ側に測定部１５が配置される場合、測定部１５は、外耳道の壁面から放射
される赤外線を受光しうる。外耳道の壁面は、外気の影響を受けやすい。そのため、この
場合に測定部１５が受光する赤外線は、必ずしも被検者の体温に基づくものではなく、外
気温の影響を受けた体温に基づくものとなり得る。そのため、被検者の体温を正確に測定
しにくい。
【００３３】
　これに対し、本実施形態に係る測定装置１０によれば、金属管１３の長さＬが直径Ｄよ
りも所定未満の長さであるため、又は金属管１３の第２端１３ｂ側に測定部１５が配置さ
れる場合と比較して、測定部１５が受光する赤外線の指向性を高めることができる。これ
により、測定部１５は、測定装置１０の装着状態における被検者の耳の特定の部位におけ
る赤外線を受光できる。
【００３４】
　より具体的に説明すると、例えば、測定部１５は被検者の鼓膜から放射される赤外線を
受光できる。鼓膜は、耳の奥に存在するため、外気の影響を受けにくい。そのため、鼓膜
から放射される赤外線を受光することにより、測定装置１０は、被検者の体温を正確に測
定しやすくなる。
【００３５】
　以上説明したように、本実施形態に係る測定装置１０によれば、体温の検出精度を向上
させつつ、良好な音を出力しやすくなる。
【００３６】
　図３は、測定装置１０を備える測定器具１００の外観を示す概略図である。測定器具１
００は、図３に一例として示すようにヘッドバンド型のイヤホンとして構成されることが
できる。測定器具１００は、装着部１１０と、第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０
ｂと、第１連結部１３０ａ及び第２連結部１３０ｂとを備える。測定器具１００は、例え
ば被検者の頭部に装着可能であってよい。
【００３７】
　装着部１１０は、被検者に対する測定器具１００の装着状態を維持するための機構であ
る。本実施形態において、装着部１１０は、例えば図３に示すように、アーチ形状である
。被検者は、装着部１１０で頭部を挟み込むことにより、測定器具１００を装着できる。
装着部１１０は、例えば被検者の頭部の大きさに合わせて長さを調節可能な機構を有して
いてよい。装着部１１０は、例えばプラスチック等により構成されていてよい。
【００３８】
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　第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０ｂは、装着部１１０の第１端１１０ａ及び第
２端１１０ｂにおいて、それぞれ第１連結部１３０ａ及び第２連結部１３０ｂを介して、
装着部１１０に連結される。すなわち、装着部１１０と、第１測定部１２０ａ及び第２測
定部１２０ｂと、第１連結部１３０ａ及び第２連結部１３０ｂとは、全体として連結され
た１つの測定器具１００として構成されている。第１連結部１３０ａは、第１測定部１２
０ａと装着部１１０の第１端１１０ａとを連結する部分に形成される。第２連結部１３０
ｂは、第２測定部１２０ｂと装着部１１０の第２端１１０ｂとを連結する部分に形成され
る。
【００３９】
　第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０ｂは、図１に示す測定装置１０を測定器具１
００において実現したものである。すなわち、第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０
ｂは、測定装置１０と同様の構造を有する。第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０ｂ
は、例えば左右対称に構成され、これらの機能は同じであってよい。本明細書において、
第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０ｂを区別しない場合には、これらをまとめて、
測定部１２０と記載する。
【００４０】
　第１測定部１２０ａは、イヤピース１２ａが被検者の右耳の耳甲介に挿入されて、右耳
において体温を測定する。第２測定部１２０ｂは、イヤピース１２ｂが被検者の左耳の耳
甲介に挿入されて、左耳において体温を測定する。
【００４１】
　図４は、図３の測定器具１００のＡ－Ａ断面図である。第１測定部１２０ａは、図４に
示すように、ホルダ１１とイヤピース１２ａとが結合されて外形が構成される。イヤピー
ス１２ａは、挿入方向からみた中央部に、円柱形状の空間を備え、この空間に金属管１３
が保持される。ホルダ１１は、内部に基板１４を備える。基板１４の第１の面１４ａ上で
、軸Ａと交差する位置に、測定部１５が配置される。ホルダ１１の内部には、振動部１６
が配置される。第２測定部１２０ｂの構造については、第１測定部１２０ａと対称に構成
されてよいため、ここでは説明を省略する。
【００４２】
　測定器具１００は、上述の構成を有することにより、測定器具１００を装着する被検者
の体温を正確に測定しやすくなるとともに、良好な音を出力しやすくなる。
【００４３】
　図４で説明した測定器具１００は、第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０ｂという
２つの測定部を備えると説明した。しかしながら、測定器具１００は、例えば、測定部を
１つのみ備えていてもよい。第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０ｂのうち、一方は
、被検者の体温を測定するとともに音を出力する機能を有し、他方は、音を出力する機能
のみを有していてもよい。また、測定器具１００は、第１測定部１２０ａ及び第２測定部
１２０ｂという２つの測定部から取得した体温の値に基づいて、例えば２つの体温の値の
平均値を算出する等して、被検者の体温を決定してもよい。
【００４４】
　図４で説明した測定器具１００において、第１測定部１２０ａ及び第２測定部１２０ｂ
のうち、一方は本実施形態に係る測定装置１０として構成され、他方は体温以外の他の生
体情報を測定する測定装置として構成されていてよい。例えば、当該他方は、被検者の耳
において、被検者の血流を測定する血流測定装置として構成されていてよい。かかる血流
測定装置は、例えば、被検者にレーザ光を照射し、当該レーザ光の反射光に基づいて血流
を算出するものとすることができる。例えば、当該他方は、被検者の耳において、被検者
の酸素飽和度を測定する酸素飽和度測定装置として構成されていてよい。かかる酸素飽和
度装置は、例えば、被検者に可視光と赤外線光を照射し、被験者を透過する又は被検者か
ら反射する可視光と赤外線光の強度の割合に基づいて酸素飽和度を算出するものとするこ
とができる。
【００４５】
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　測定装置１０は、測定器具に搭載することができる。図５は、測定器具１００と、制御
装置５００との接続構成を示す概略図である。図５に示されるように、制御装置５００は
、測定器具１００と、コード１０１０により接続される。制御装置５００と測定器具１０
０とは、コード１０１０を介して情報や電力の送受信を行う。なお、制御装置５００と測
定器具１００とは、有線であるコード１０１０以外にも、無線を介して情報や電力の送受
信を行ってもよい。この無線として、例えばBluetooth（登録商標）、赤外線、ＮＦＣ（N
ear Field Radio Communication）等任意のものを利用することができる。また、測定器
具１００は、電池等のバッテリを備えてもよい。
【００４６】
　測定器具１００は、例えばヘッドバンド型のイヤホンとして構成されることができる。
測定器具１００は、例えば被検者の頭部に装着可能であってよい。測定器具１００は、耳
への挿入部に、測定装置１０を含んで構成されていてよい。
【００４７】
　次に、図６を参照して、図５に示される制御装置５００の内部構成について説明する。
図６は、図５に示される制御装置５００の機能ブロックの一例を示す図である。制御装置
５００は、測定装置１０における音の出力を制御する。
【００４８】
　制御装置５００は、機能部として、測定部１０６７と、制御部１０５４と、記憶部１０
５５と、通信部１０５６と、報知部１０５７と、駆動部１０５８と、入力部１０６５と、
電源部１０６６とを備える。
【００４９】
　制御部１０５４は、制御装置５００の各機能ブロックをはじめとして、制御装置５００
の全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ１０５４ａを含む。制御部１０５
４は、制御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ（Central Processing Unit）等
の少なくとも１つのプロセッサ１０５４ａを含んで構成され、その機能を実現する。この
ようなプログラムは、例えば記憶部１０５５、又は制御装置５００に接続された外部の記
憶媒体等に格納される。
【００５０】
　種々の実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサ１０５４ａは、単一の集積回路
（ＩＣ）として、又は複数の通信可能に接続された集積回路ＩＣ及び／又はディスクリー
ト回路（Discrete Circuits）として実行されてもよい。少なくとも１つのプロセッサ１
０５４ａは、種々の既知の技術に従って実行されることが可能である。
【００５１】
　一実施形態において、プロセッサ１０５４ａは、例えば、関連するメモリに記憶された
指示を実行することによって１以上のデータ計算手続又は処理を実行するように構成され
た１以上の回路又はユニットを含む。他の実施形態において、プロセッサ１０５４ａは、
１以上のデータ計算手続き又は処理を実行するように構成されたファームウェア（例えば
、ディスクリートロジックコンポーネント）であってもよい。
【００５２】
　種々の実施形態によれば、プロセッサ１０５４ａは、１以上のプロセッサ、コントロー
ラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
デジタル信号処理装置、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ、又はこれらのデバイス若しくは構成の任意の組み合わせ、又は他の既知のデ
バイス若しくは構成の組合せを含み、以下に説明される制御部１０５４としての機能を実
行してもよい。
【００５３】
　制御部１０５４は、測定装置１０の振動部１６の振動を制御することにより、被検者に
伝達される音の出力を制御する。また、制御部１０５４は、測定装置１０の測定部１５が
測定した生体情報に基づき、被検者の体温を測定（算出）する。
【００５４】
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　記憶部１０５５は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部
１０５５は、各種情報及び／又は制御装置５００を動作させるためのプログラム等を記憶
する。記憶部１０５５は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部１０５５は、例
えば、制御部１０５４が算出した体温を記憶してよい。
【００５５】
　記憶部１０５５には、測定器具１００の振動部１６の振動により被検者に伝達される音
楽情報その他の音情報が格納されている。制御部１０５４は、ユーザの入力操作等に基づ
いて、記憶部１０５５から所定の音情報を抽出し、駆動部１０５８を介して測定器具１０
０の振動部１６を振動させる。振動部１６は、受信した音情報に基づいて、振動すること
により、被検者に音を伝達する。
【００５６】
　ここで、記憶部１０５５に格納される音データについて、図７を参照して説明する。図
７は、記憶部１０５５に格納される音データの概念図である。
【００５７】
　図７に示されるように、記憶部１０５５には、健康情報６００、音楽情報６３０、環境
情報６５０の音データが含まれる。健康情報６００は、例えば、体温が平均より高い旨を
報知するための情報６０１や、体温が平均より低い旨を報知するための情報６０３が含ま
れる。ここでいう平均は、例えば、一般的な成人の平均であってもよく、被検者の平均で
あってもよい。なお、本開示において、健康情報６００は図７に示されるものに限定され
るものではなく、その他任意の音情報でよい。
【００５８】
　音楽情報６３０は、例えば、音楽の情報６３１，６３３，６３５，６３７，６３９，６
４１が含まれる。なお、本開示において、音楽の情報の数は６個に限定されるものではな
く任意の数でよい。
【００５９】
　環境情報６５０は、例えば、測定器具１００の周囲環境に関する音情報が含まれる。環
境情報６５０は、例えば所定時間後に気温が上昇する旨を報知する情報６５１や、所定時
間後に、気温が下降する旨を報知する情報６５３や、所定時間後に、雨が降る旨を報知す
る情報６５５等が含まれる。なお、本開示において、環境情報６５０は、図７に示される
ものに限定されるものではなく、雪が降る旨、霧が出る旨の情報や、交通渋滞、交通事故
等の道路状態に関する情報や、電車やバスや飛行機等の運行状況に関する情報等、その他
任意の環境情報でよい。
【００６０】
　通信部１０５６は、ネットワークを介して外部の装置と通信を行うことにより、各種情
報の送受信を行う。通信部１０５６が通信を行う外部の装置は、例えば、サーバ、ＰＣ（
Personal Computer）、携帯電話、スマートフォン、タブレット、腕時計、マッサージ機
器その他の機器若しくはこれらの任意の組合せであってよい。通信部１０５６は、無線、
有線、又は無線と有線の組合せによるネットワークを用いて外部の装置と情報の送受信を
行う。通信部１０５６は、Bluetooth（登録商標）、赤外線、ＮＦＣ、無線ＬＡＮ（Local
 Area Network）、有線ＬＡＮ若しくはその他任意の通信媒体又はこれらの任意の組合せ
を用いることができる。通信部１０５６は、測定器具１００との通信により、測定部１５
が測定した、体温に関する生体情報を取得する。
【００６１】
　報知部１０５７は、音、光、画像、振動その他の適宜な方法で情報を報知する。報知部
１０５７は、例えば、液晶ディスプレイ、スピーカ、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）、
バイブレータ若しくはその他の報知部材又はこれらの任意の組合せにより構成されてよい
。報知部１０５７は、例えば測定された体温に関する情報を報知してよい。
【００６２】
　駆動部１０５８は、制御部１０５４からの制御信号に基づいて、振動部１６を振動させ
るための信号を出力する。
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【００６３】
　入力部１０６５は、制御装置を使用する被検者からの操作入力を受け付けるものであり
、例えば、操作ボタン（操作キー）から構成される。入力部１０６５をタッチパネルによ
り構成し、表示デバイスの一部に被検者からの操作入力を受け付ける操作キーを表示して
、被検者によるタッチ操作入力を受け付けてもよい。
【００６４】
　電源部１０６６は、制御装置５００が各種動作を行うための電力を供給するバッテリで
ある。
【００６５】
　測定部１０６７は、周囲環境等を測定する。本開示では、測定部１０６７は所定箇所の
温度を測定する温度計である。本開示では、所定箇所が人体の部位であるため、この温度
は体温となり、温度計は体温計となる。測定部１０６７は、例えば、体温計、温度計、湿
度計若しくは高度計その他任意の測定器具又はこれらの任意の組合せでよい。測定部１０
６７は、制御装置５００が配置されている環境における、体温、温度、湿度、高度その他
のデータを測定できる。
【００６６】
　制御部１０５４は、通信部１０５６を介して、制御装置５００とネットワークにより接
続された天気情報サーバから、体温の測定日時の天気情報を取得し、サーバ１０００に送
信してもよい。
【００６７】
　次に、図５に示される測定器具１００を用いた測定システム１００００について図８を
参照して説明する。図８に示されるように、測定器具１００と接続された制御装置５００
が、ネットワーク２０００を介してサーバ１０００と接続されている。測定システム１０
０００において、サーバ１０００は、ＰＣ、携帯電話、スマートフォン、タブレット、腕
時計、マッサージ機器その他の機器若しくはこれらの任意の組み合わせであってよい。
【００６８】
　本開示では、制御装置５００を介して測定器具１００がネットワーク２０００と接続さ
れサーバ１０００と情報の送受信を行う。測定器具１００が直接ネットワーク２０００と
接続され、サーバ１０００と情報の送受信を行ってもよい。
【００６９】
　ネットワーク２０００は、本開示ではインターネットであってよい。ただし、ネットワ
ーク２０００はこれに限定されず、適宜のネットワークであってよい。また、ネットワー
ク２０００は、無線、有線又はこれらの組合せであってよい。すなわち、制御装置５００
とサーバ１０００とは、有線若しくは無線又はこれらの任意の組合せにより構成されたネ
ットワーク２０００により接続され情報の送受信が行われてよい。
【００７０】
（サーバの構成について）
　図８に示されるサーバ１０００の内部構成について、図９を用いて説明する。図９は、
図８のサーバ１０００の概略構成を示す機能ブロック図である。サーバ１０００は、通信
部１００１と、制御部１００２と、記憶部１００３とを備える。
【００７１】
　通信部１００１は、ネットワーク２０００を介して制御装置５００と通信を行うことに
より、各種情報の送受信を行う。通信部１００１は、無線、有線、又は無線と有線との組
合せによるネットワーク２０００を用いて制御装置５００と情報の送受信を行う。通信部
１００１は、例えばBluetooth（登録商標）、赤外線、ＮＦＣ、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ
、ＷＡＮ（Wide Area Network）、インターネット若しくはその他任意の通信媒体又はこ
れらの任意の組合せにより通信を行うことができる。本実施形態では、通信部１００１は
、インターネットを用いて制御装置５００と通信を行うとする。
【００７２】
　制御部１００２は、サーバ１０００の各機能ブロックをはじめとして、サーバ１０００
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の全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ１００２ａを含む。制御部１００
２は、制御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも１つのプロセッサ
１００２ａを含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記
憶部１００３、又はサーバ１０００に接続された外部の記憶媒体等に格納される。
【００７３】
　種々の実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサ１００２ａは、単一の集積回路
（ＩＣ）として、又は複数の通信可能に接続された集積回路ＩＣ及び／又はディスクリー
ト回路として実行されてもよい。少なくとも１つのプロセッサ１００２ａは、種々の既知
の技術に従って実行されることが可能である。
【００７４】
　一実施形態において、プロセッサ１００２ａは、例えば、関連するメモリに記憶された
指示を実行することによって１以上のデータ計算手続又は処理を実行するように構成され
た１以上の回路又はユニットを含む。他の実施形態において、プロセッサ１００２ａは、
１以上のデータ計算手続き又は処理を実行するように構成されたファームウェア（例えば
、ディスクリートロジックコンポーネント）であってもよい。
【００７５】
　種々の実施形態によれば、プロセッサ１００２ａは、１以上のプロセッサ、コントロー
ラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
デジタル信号処理装置、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ、又はこれらのデバイス若しくは構成の任意の組み合わせ、又は他の既知のデ
バイス若しくは構成の組合せを含み、制御部１００２としての機能を実行してもよい。
【００７６】
　記憶部１００３は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部
１００３は、各種情報及び／又はサーバ１０００を動作させるためのプログラム等を記憶
する。記憶部１００３は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部１００３は、例
えば、サーバ１０００が通信部１００１から取得した各種情報を記憶してよい。
【００７７】
　サーバ１０００は、制御装置５００から体温に関する情報を受信する。サーバ１０００
は受信した情報を解析する。サーバ１０００は、解析結果に基づいて制御装置５００に解
析結果を送信する。また、サーバ１０００は、ネットワーク２０００を介して、気温、天
気、災害情報等その他の情報を受信することができる。
【００７８】
　サーバ１０００は、制御装置５００から受信した情報を単体で、又はユーザの個人情報
と関連付けて記憶部１００３に格納してもよい。サーバ１０００は、例えば、ユーザの所
属する会社、政府、公共団体、医療機関、健康管理団体、保険会社等に管理されてもよい
。
【００７９】
　また、図８に示した例では、サーバ１０００が１つであるが、本開示はこれに限定され
るものではなく、サーバ１０００は、１以上の任意の数であってもよい。この場合、複数
のサーバ、により同じ処理が行われてもよいし、複数のサーバ１０００で、後述の図１０
に示される処理を分散して行ってもよいし、これらを組み合わせて行ってもよい。
【００８０】
（測定システムが実行する処理について）
　次に、測定システム１００００が実行する処理の一例について説明する。図１０は、測
定システム１００００による処理の一例を示すシーケンス図である。図１０に示すシーケ
ンスは、例えばユーザが測定器具１００を装着した状態で開始されてよい。
【００８１】
　まず、制御装置５００が、被検者による測定開始の操作入力を受け付ける（ステップＳ
１０１）。
【００８２】
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　制御装置５００は、操作入力を受け付けると、測定器具１００に測定開始信号を送信す
る（ステップＳ１０２）。
【００８３】
　測定器具１００は、測定開始信号に基づき、測定装置１０の測定部１５により、生体情
報を測定する（ステップＳ１０３）。
【００８４】
　測定器具１００は、測定部１５が測定した生体情報を、制御装置５００に送信する（ス
テップＳ１０４）。
【００８５】
　制御装置５００は、測定器具１００から取得した生体情報に基づいて被検者の体温を測
定する（ステップＳ１０５）。
【００８６】
　制御装置５００は、測定した体温に関する情報（以下、体温情報ともいう）を、サーバ
１０００に送信する（ステップＳ１０６）。
【００８７】
　サーバ１０００は、制御装置５００から体温情報を受信すると、受信した体温情報を記
憶部１００３に格納する（ステップＳ１０７）。
【００８８】
　サーバ１０００は、制御装置５００から受信した体温情報を解析する（ステップＳ１０
８）。体温情報の解析の詳細については後述する。
【００８９】
　サーバ１０００は、解析結果の情報を、制御装置５００に送信する（ステップＳ１０９
）。
【００９０】
　制御装置５００は、受信した解析結果に基づき、解析結果に関する音信号を、測定器具
１００に送信する（ステップＳ１１０）。
【００９１】
　測定器具１００は、音信号に応じて振動部１６を振動させて被検者に音を伝達すること
により、音信号に応じた音を出力する（ステップＳ１１１）。音の出力により、被検者は
、解析結果を知ることができる。
【００９２】
　なお、制御装置５００は、ステップＳ１１０において、音信号を送信せずに、解析結果
に応じた報知を報知部１０５７から出力してもよい。
【００９３】
　次に、図８に示されるサーバ１０００に格納されるデータについて図１１を参照して説
明する。図１１は、図８に示されるサーバ１０００に格納されるデータの一例を示す構成
図である。図１１に示される情報は、測定されることにより取得されたり、サーバ１００
０がネットワーク２０００を介して取得されたり、ユーザにより入力されることにより取
得される。
【００９４】
　図１１（ａ）には、ユーザＩＤ３００１と、測定日時３００３とを主キーとしたデータ
構造Ｄ１０が示されている。なお、図１１において、主キーには、黒丸を付している。各
列には、各列の属性に対応した値のデータが少なくとも１以上格納されている。
【００９５】
　ユーザＩＤ３００１は、ユーザに一意に対応する値である。測定日時３００３は、生体
情報を測定した日付と時刻の値である。この測定日時は、一定の時間範囲、例えば、時間
（例えば０：００から１：００等）、時間帯（例えば午前中等）、日付（例えば１月１日
等）、月（例えば１月等）、月の範囲（例えば１月から３月等）、年（例えば２１００年
等）等のように一定範囲の日時であってもよい。
【００９６】
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　体温３００５は、ユーザＩＤ３００１で識別されるユーザが、測定日時３００３に測定
した体温の情報である。天気３００７は、測定日時３００３における天気の値である。温
度３００９は、測定日時３００３における気温の情報である。
【００９７】
　図１１（ｂ）には、ユーザＩＤ３００１を主キーとしたデータ構造Ｄ２０が示されてい
る。年齢３０１１は、ユーザＩＤ３００１で識別されるユーザの年齢である。性別３０１
３は、ユーザＩＤ３００１で識別されるユーザの性別である。
【００９８】
　図１１（ｃ）には、測定日時３００３、天気３００７、温度３００９、年齢３０１１、
性別３０１３を主キーとしたデータ構造Ｄ３０が示されている。平均体温３０１５は、測
定日時３００３、天気３００７、温度３００９、年齢３０１１及び性別３０１３で識別さ
れるユーザグループで測定された体温の平均値の値である。つまり、平均体温３０１５は
、ユーザの属する集団の平均体温である。
【００９９】
　図１１（ｄ）には、ユーザＩＤ３００１、測定日時３００３、天気３００７及び温度３
００９を主キーとしたデータ構造Ｄ４０が示されている。個人平均体温３０１７は、ユー
ザＩＤ３００１、測定日時３００３、天気３００７及び温度３００９で識別される、特定
のユーザの所定状況での測定された体温の平均値である。
【０１００】
　次に、図８に示されるサーバ１０００による体温情報の解析処理の詳細について、図１
２を参照して説明する。図１２は、図８に示されるサーバ１０００による生体情報の解析
処理の一例を示すフローチャートである。すなわち、図１２は、図１０のステップＳ１０
８の具体的な処理の一例を示すフローチャートである。図１２に示される処理は、例えば
図８に示されるプロセッサ１００２ａが、記憶部１００３に格納されたプログラムと協働
することにより実現される。
【０１０１】
　サーバ１０００は、図１０のステップＳ１０６で送信された体温情報を、ネットワーク
２０００を介して制御装置５００から受信する。このとき、サーバ１０００は、制御装置
５００から、ユーザのＩＤ、測定日時、天気、温度の情報をさらに取得してよい。
【０１０２】
　サーバ１０００は、取得した情報に基づき、ステップＳ１０７において、図１１（ａ）
に示されるデータ構造Ｄ１０を作成し、記憶部に格納する。
【０１０３】
　サーバ１０００は、受信した体温情報が示す被検者の体温（以下、測定体温ともいう）
が、図１１（ｃ）に示されるデータ構造Ｄ３０の平均体温より高いか否かを、データ構造
Ｄ１０、データ構造Ｄ２０及びデータ構造Ｄ３０を参照して判定する（ステップＳ２０１
）。
【０１０４】
　サーバ１０００は、測定体温が、図１１（ｃ）に示されるデータ構造Ｄ３０の平均体温
未満である場合（ステップＳ２０１のＮｏ）、測定体温が、図１１（ｄ）に示されるデー
タ構造Ｄ４０の個人平均体温より高いか否かを、データ構造Ｄ１０データ構造Ｄ４０を参
照して判定する（ステップＳ２０２）。
【０１０５】
　サーバ１０００は、測定体温が、図１１（ｄ）に示されるデータ構造Ｄ４０の個人平均
体温未満である場合（ステップＳ２０２のＮｏ）、測定された結果が正常であることを示
す正常情報を作成する（ステップＳ２０３）。測定体温が個人平均体温未満である場合、
測定体温が正常であると判定できるためである。作成された正常情報は、図１０のステッ
プＳ１０９において、解析結果として制御装置５００に送信される。
【０１０６】
　一方、サーバ１０００は、ステップＳ２０２において、測定体温が図１１（ｄ）に示さ
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れるデータ構造Ｄ４０の個人平均体温より高い場合（ステップＳ２０２のＹｅｓ）、測定
された結果が異常であることを示す異常情報を作成する（ステップＳ２０４）。測定体温
が個人平均体温より高い場合、測定体温が異常であると判定できるためである。作成され
た異常情報は、図１０のステップＳ１０９において、解析結果として制御装置５００に送
信される。
【０１０７】
　サーバ１０００は、ステップＳ２０１において、測定体温が、図１１（ｃ）に示される
データ構造Ｄ３０の平均体温より高い場合（ステップＳ２０１のＹｅｓ）、測定された結
果が異常であることを示す異常情報を作成する（ステップＳ２０４）。測定体温が平均体
温より高い場合、測定体温が異常であると判定できるためである。作成された異常情報は
、図１０のステップＳ１０９において、解析結果として制御装置５００に送信される。
【０１０８】
　サーバ１０００から上記の解析情報を受信した制御装置５００は、解析情報に含まれる
正常情報若しくは異常情報に基づいて、解析結果に関する音信号を測定器具１００に送信
し（ステップＳ１１０）、測定器具１００は、振動部１６の振動により、音信号に応じた
音を出力する（ステップＳ１１１）。なお、測定器具１００は、音の他、光、画像若しく
は振動その他の報知手段又はこれらの任意の組合せにより、解析結果を報知してもよい。
【０１０９】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について説明する。第２実施形態は、第１実施形態の測定システム
において、制御装置５００の代わりにスマートフォン３０００が用いられる場合の実施形
態である。第２実施形態において、第１実施形態と同様の部材については同じ符号を付し
、その説明を省略する。
【０１１０】
　図１３は、第２実施形態係る測定システム測定システム２００００の構成の一例を示す
図である。図１３に示すように、第１実施形態に係る測定システム１００００と比較して
、本実施形態に係る測定システム２００００は、制御装置５００の代わりにスマートフォ
ン３０００が用いられる。スマートフォン３０００は、測定器具１００と、無線、有線、
又は無線と有線との組合せにより、通信可能に接続されている。また、スマートフォン３
０００は、ネットワーク２０００を介してサーバ１０００と、通信可能に接続されている
。
【０１１１】
　次に、図１３に示されるスマートフォン３０００が備える機能ブロックの一例について
図１４を参照して説明する。スマートフォン３０００は、機能部として、制御部３０３１
と、記憶部３０３２と、入力部３０３３と、表示部３０３４と、通信部３０３５とを備え
る。
【０１１２】
　制御部３０３１は、スマートフォン３０００の各機能ブロックをはじめとして、スマー
トフォン３０００の全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ３０３１ａを含
む。制御部３０３１は、制御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも
１つのプロセッサ３０３１ａを含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログ
ラムは、例えば記憶部３０３２、又はスマートフォン３０００に接続された外部の記憶媒
体等に格納される。プロセッサ３０３１ａの具体的な構成として、プロセッサ１０５４ａ
の説明において列挙したものを使用できる。
【０１１３】
　制御部３０３１は、第１実施形態の制御装置５００の制御部１０５４が実行する処理と
同様の処理を実行してよい。
【０１１４】
　記憶部３０３２は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部
３０３２は、各種情報やスマートフォン３０００を動作させるためのプログラム等を記憶
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する。記憶部３０３２は、ワークメモリとしても機能してもよい。
【０１１５】
　入力部３０３３は、スマートフォン３０００のユーザ（例えば被検者）からの操作入力
を受け付けるものであり、例えば、操作ボタン（操作キー）から構成される。入力部３０
３３をタッチスクリーンにより構成し、表示部３０３４である表示デバイスの一部にユー
ザからの操作入力を受け付ける入力領域を表示して、ユーザによるタッチ操作入力を受け
付けてもよい。
【０１１６】
　表示部３０３４は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）、有
機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Organic Electro-Luminescence Display）、又は無機Ｅ
Ｌディスプレイ（ＩＥＬＤ：Inorganic Electro-Luminescence Display）等の周知のディ
スプレイにより構成される表示デバイスである。
【０１１７】
　通信部３０３５は、測定器具１００及びサーバ１０００と通信を行うことにより、各種
情報の送受信を行う。通信部３０３５は、無線、有線、又は無線と有線との組合せによる
ネットワークを用いて情報の送受信を行うことができる。
【０１１８】
　次に、図１３に示されるスマートフォンの操作画面について図１５を参照して説明する
。図１５は、図１３に示されるスマートフォン３０００の表示画面の概略図である。
【０１１９】
　図１５に示されるように、スマートフォン３０００の表示部３０３４には、開始ボタン
３０１０と、各種機能ボタン３０１２、３０１４及び３０１６と、停止ボタン３０２０と
が表示される。スマートフォン３０００の表示部３０３４は、タッチパネルディスプレイ
であり、ユーザが指等で表示部３０３４に表示された画像をタッチすることによりその画
像に対応した操作入力がなされる。被検者は、例えば開始ボタン３０１０を選択する操作
入力を行うことにより、測定器具１００による生体情報の測定処理を開始させることがで
きる。各種機能ボタン３０１２、３０１４及び３０１６には、例えば、それぞれ所定の処
理を開始させる機能が設定されていてよい。
【０１２０】
　次に、図１３の測定システム２００００による処理の一例について、図１６を参照して
説明する。図１６は、測定システム２００００による処理の一例を示すシーケンス図であ
る。図１６に示すシーケンスは、例えばユーザが測定器具１００を装着した状態で開始さ
れてよい。
【０１２１】
　まず、スマートフォン３０００が、被検者による測定開始の操作入力を受け付ける（ス
テップＳ３０１）。
【０１２２】
　スマートフォン３０００は、操作入力を受け付けると、測定器具１００に測定開始信号
を送信する（ステップＳ３０２）。
【０１２３】
　測定器具１００は、測定開始信号に基づき、測定装置１０の測定部１５により、生体情
報を測定する（ステップＳ３０３）。
【０１２４】
　測定器具１００は、測定部１５が測定した生体情報を、スマートフォン３０００に送信
する（ステップＳ３０４）。
【０１２５】
　スマートフォン３０００は、測定器具１００から取得した生体情報に基づいて被検者の
体温を測定する（ステップＳ３０５）。
【０１２６】
　スマートフォン３０００は、測定した体温情報を、サーバ１０００に送信する（ステッ
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プＳ３０６）。
【０１２７】
　サーバ１０００は、スマートフォン３０００から体温情報を受信すると、受信した体温
情報を記憶部１００３に格納する（ステップＳ３０７）。
【０１２８】
　サーバ１０００は、スマートフォン３０００から受信した体温情報を解析する（ステッ
プＳ３０８）。
【０１２９】
　サーバ１０００は、解析結果の情報を、スマートフォン３０００に送信する（ステップ
Ｓ３０９）。
【０１３０】
　スマートフォン３０００は、受信した解析結果に基づき、解析結果に関する音信号を、
測定器具１００に送信する（ステップＳ３１０）。
【０１３１】
　測定器具１００は、音信号に応じて振動部１６を振動させて被検者に音を伝達すること
により、音信号に応じた音を出力する（ステップＳ３１１）。音の出力により、被検者は
、解析結果を知ることができる。
【０１３２】
　なお、スマートフォン３０００は、ステップＳ３１０において、音信号を送信せずに、
解析結果に応じた報知を出力してもよい。例えば、スマートフォン３０００は、表示部３
０３４に解析結果を表示することにより、報知を行ってよい。
【０１３３】
　また、例えば、スマートフォン３０００の制御部３０３１は、表示部３００４に、記憶
部３０３２に格納される音楽情報のリストを表示させてよい。制御部３０３１は、ユーザ
が入力部３０３３を介して選択した表示リストの音楽を、測定器具１００から出力させて
もよい。
【０１３４】
　本開示の測定器具１００は、上記各実施形態に示された例に限定されない。測定器具１
００については、例えば、イヤホンタイプ、イヤピースが片方の耳のみに装着されるタイ
プ等、さまざまな変形が可能である。
【０１３５】
　本開示を完全かつ明瞭に開示するためにいくつかの実施形態に関し説明してきた。しか
し、添付の請求項は、上記実施形態に限定されるべきものでなく、本明細書に示した基礎
的事項の範囲内で当該技術分野の当業者が創作しうるすべての変形例及び代替可能な構成
を具現化するように構成されるべきである。また、いくつかの実施形態に示した各要件は
、自由に組み合わせが可能である。
【０１３６】
　例えば、図１を用いて説明した測定装置１０は、さらに振動低減部材を備えていてよい
。図１７は、測定装置１０の一変形例の内部構造を示す概略図であり、振動低減部材１７
を備える測定装置１０の一例を示す図である。
【０１３７】
　図１７に示す例では、振動低減部材１７ａは、イヤピース１２と金属管１３との間に設
けられている。また、振動低減部材１７ｂは、ホルダ１１と基板１４との間に設けられて
いる。振動低減部材１７ａ及び振動低減部材１７ｂ（以下、これらをまとめて振動低減部
材１７とも称する）は、振動低減部材１７を介して結合される部材における、振動部１６
による振動の影響を低減する。図１７に示す例において、振動低減部材１７を介して結合
される部材は、金属管１３及び基板１４である。すなわち、図１７に示す例において、振
動部１６が振動すると、ホルダ１１と、ホルダ１１に結合されたイヤピース１２とが振動
する。この振動により、被検者に音が伝達される。一方、金属管１３及び基板１４は、振
動低減部材１７を介して結合されているため、振動低減部材１７が振動を吸収し、振動部
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１６による振動の金属管１３及び基板１４への影響は低減される。すなわち、金属管１３
及び基板１４は、ホルダ１１及びイヤピース１２ほどは振動しない。このように、金属管
１３及び基板１４の振動が低減されることにより、基板１４に配置された測定部１５は、
より安定した状態（すなわち振動が少ない状態）で、赤外線を取得できる。これにより、
測定部１５が取得した赤外線に基づく体温の測定精度が向上し得る。
【０１３８】
　振動低減部材１７は、振動を低減可能な任意の部材により構成し得る。例えば、振動低
減部材１７は、ゴム、ウレタン、及び発泡ウレタンの少なくとも１つを用いて構成し得る
。イヤピース１２と金属管１３との間に設けられる振動低減部材１７ａの選定は、イヤピ
ース１２と金属管１３との間に振動を吸収する素材を用いる場合に、金属管１３の共鳴周
波数に近い周波数帯の周波数の減衰特性に注目して、振動を吸収する素材を選定してよい
。振動低減部材１７ａは、耳に伝わる音の周波数に影響を及ぼさないようにするため、振
動が金属管１３に伝わることを低減する。また、基板１４とホルダ１１との間に設けられ
る振動低減部材１７ｂは、音楽の振動がセンサ（測定部１５）に伝わらないように振動を
低減する。
【０１３９】
　振動低減部材１７ｂは、必ずしもホルダ１１と基板１４との間に設けられていなくても
よい。振動低減部材１７ｂが、測定部１５と振動部１６との間に配置されていれば、上述
のように、測定部１５はより安定した状態で赤外線を取得できる。例えば、振動低減部材
１７は、基板１４において、測定部１５が配置された領域を囲うように、配置されていて
もよい。
【符号の説明】
【０１４０】
　１０　測定装置
　１１　ホルダ
　１２、１２ａ、１２ｂ　イヤピース
　１３　金属管
　１３ａ　第１端
　１３ｂ　第２端
　１４　基板
　１４ａ　第１の面
　１４ｂ　第２の面
　１５、１０６７　測定部
　１６　振動部
　１７　振動低減部材
　１００　測定器具
　１１０　装着部
　１１０ａ　第１端
　１１０ｂ　第２端
　１２０ａ　第１測定部
　１２０ｂ　第２測定部
　１３０ａ　第１連結部
　１３０ｂ　第２連結部
　５００　制御装置
　１０００　サーバ
　１００１、１０５６、３０３５　通信部
　１００２、１０５４、３０３１　制御部
　１００２ａ、１０５４ａ、３０３１ａ　プロセッサ
　１００３、１０５５、３０３２　記憶部
　１０１０　コード
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　１０５７　報知部
　１０５８　駆動部
　１０６５、３０３３　入力部
　１０６６　電源部
　２０００　ネットワーク
　３０００　スマートフォン
　３０３４　表示部
　１００００、２００００　測定システム

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(23) JP 2018-198798 A 2018.12.20

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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要解决的问题：提供一种测量装置，测量仪器，测量系统，服务器，分
析方法，分析程序和数据结构，其易于输出良好的声音，同时提高体温
检测精度。 解决方案：测量装置10包括金属管，金属管具有第一端13a
和第二端13b，电磁波设置在金属管13的第一端13a侧并从金属管13的第
二端13b入射可测量的测量单元15，用于保持金属管13的壳体11和12，
以及用于振动壳体11和12的振动单元16。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/79dcb714-ed6c-4a06-a8a2-cdb37707f97f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064400689/publication/JP2018198798A?q=JP2018198798A

